
◆法定後見制度の種類

た
め
、
判
断
能
力
が
十
分
な
う
ち
に

あ
ら
か
じ
め
公
正
証
書
に
よ
り
契
約

を
結
ぶ
も
の
で
、
本
人
が
自
由
に
任

意
後
見
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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▽
認
知
症
の
家
族
が
詐
欺
の
被
害

に
遭
わ
な
い
か
心
配
だ
▽
自
分
が
将

来
財
産
管
理
で
き
る
か
不
安
事
事
な

ど
で
同
制
度
の
利
用
を
考
え
て
い
る

方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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問
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合
わ
せ
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域
包
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法
定
後
見
制
度
は
現
在
判
断
能

力
が
十
分
で
な
い
人
が
利
用
す

る
も
の
で
、
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
た
め
に
は
、
家
庭
裁
判
所

で
の
手
続
き
（
申
立
て
）
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
本
人
の
判
断

能
力
に
応
じ
て
成
年
後
見
人
、

保
佐
人
、
補
助
人
が
家
庭
裁
判

所
で
選
ば
れ
、
本
人
の
法
律
行

為
な
ど
を
手
助
け
し
ま
す
。

　
支
援
者
に
は
▽
本
人
に
代

わ
っ
て
契
約
な
ど
の
法
律
行
為

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
代
理
権

　２月１７日、成年後見制度基礎講座が町中央

公民館を会場に開かれ、福祉関係職員や民生

児童委員など１２０人が出席しました。同講座

では、弁護士の新谷泰真さんが「成年後見制

度と権利擁護」、盛岡家庭裁判所宮古支部の

谷村和人さんが「成年後見制度の申立て手続

きと費用」、司法書士の貫洞厚さんが「遺言と

任意後見制度」について講演を行いました。

参加者は熱心にメモを取りながら、成年後見

制度の意義や成年後見人など支援者の果たす

べき役割について理解を深めていました。

的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
で
判
断
す

る
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の
場
合
、

法
律
行
為
が
正
し
く
行
わ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
、
国
内
に
お
い
て
も
認
知

症
の
方
が
詐
欺
な
ど
悪
徳
商
法
の
被

害
に
遭
う
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
成
年
後
見
制
度
は
、
判
断
能
力
が

十
分
で
な
い
人
の
権
利
と
財
産
を
守

り
、
支
援
す
る
制
度
で
す
。

法
定
後
見
と
任
意
後
見

　
成
年
後
見
制
度
に
は
、
法
定
後
見

制
度
と
任
意
後
見
制
度
が
あ
り
ま
す
。

す
る
同
意
権
▽
本
人
が
交

わ
し
た
契
約
な
ど
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
取
消

権
事
事
な
ど
が
与
え
ら
れ
、

本
人
に
不
利
益
な
法
律
行

為
か
ら
権
利
や
財
産
を
守

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
本
人
は
選
挙

権
や
職
業
な
ど
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
任
意
後
見
制
度
は
、
将

来
判
断
能
力
が
低
下
し
た

と
き
に
支
援
し
て
も
ら
う

　
わ
た
し
た
ち
は
日
常
生

活
を
送
る
中
で
、
物
を
売

り
買
い
す
る
売
買
契
約
や

ア
パ
ー
ト
の
賃
貸
借
契
約

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律

行
為
を
行
っ
て
い
ま
す
。

契
約
な
ど
の
法
律
行
為
は
、

本
来
両
者
が
金
額
や
そ
の

内
容
に
つ
い
て
納
得
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
、
一
定
の
判
断

能
力
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
認
知
症
や
知

判
断
能
力
の
低
下
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
防
ぐ

成
年
後
見
制
度
ご
存
じ
で
す
か

基
礎
講
座
が
開
か
れ

制
度
の
理
解
深
め
る

本人への制限事項
支援者に与えら
れる権利

支 援 者本人の判断能力種類

選挙権を失う、印鑑登
録の抹消、一定の職業
の地位や資格を失う

代理権、取消権成年後見人

欠けているのが
通常の状態であ
る

後見

一定の職業の地位や資
格を失う

同意権、取消権、
裁判所が認めた
範囲の代理権

保佐人
著しく不十分で
ある

保佐

特になし
裁判所が認めた
範囲の代理権・
同意権・取消権

補助人不十分である補助

▽
借
金
や
相
続
な
ど

重
要
な
財
産
上
の
行

為
に
同
意
を
必
要
と
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町
長
室
か
ら

　
２
月
　
日
、
岩
手
県
町
村
会

２２

の
一
員
と
し
て
達
増
拓
也
県
知

事
に
「
道
路
特
定
財
源
の
暫
定

税
率
維
持
と
全
額
道
路
整
備
予

算
に
充
当
す
る
こ
と
」
と
の
要

望
を
行
い
ま
し
た
。
知
事
か
ら

は
「
岩
手
に
お
い
て
は
道
路
整

備
は
必
要
で
あ
り
、
今
後
も
道

路
財
源
諸
税
は
必
要
で
あ
る
。

県
と
し
て
も
全
国
知
事
会
と
一

体
と
な
っ
て
国
に
要
望
を
継
続

す
る
」
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
▼
道
路
特
定
財
源
と
は
、
受

益
者
負
担
の
考
え
方
か
ら
ガ
ソ

リ
ン
や
自
動
車
に
か
か
る
税
金

と
し
て
道
路
の
整
備
に
充
て
る

財
源
を
自
動
車
利
用
者
に
負
担

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。
こ

の
財
源
を
活
用
し
て
三
陸
縦
貫

自
動
車
道
の
工
事
や
、
町
内
で

も
土
地
区
画
整
理
事
業
関
連
道

路
工
事
、
町
道
長
林
大
浦
線
改

良
工
事
、
橋
 梁
 補
修
工
事
な
ど

り
ょ
う

が
施
工
さ
れ
て
い
ま
す
▼
都
市

部
で
は
、
地
方
に
は
無
駄
な
道

路
が
多
す
ぎ
る
な
ど
の
意
見
が

あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に

と
っ
て
必
要
な
道
路
が
ま
だ
ま

だ
出
来
て
い
な
い
の
で
す
。

　
　
山
田
町
長
　
沼
崎
　
喜
一


